
平
成
二
十
一
年
四
月
七
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
自
動
車
に
よ
る
安
全
か
つ
円
滑
な
移
動
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
駐
車
環
境
を
始
め
と
す
る
交
通
環
境
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
高
齢
運
転
者
等
専
用
駐
車
区
間
へ
の
違
法
駐
車
に
対
す
る
反
則
金
の
額
は
、
制
度
導
入
の
趣
旨
が
高
齢
運
転
者
等
の
安
全

運
転
の
支
援
に
あ
る
こ
と
に
十
分
配
意
し
、
当
該
区
間
以
外
へ
の
違
法
駐
車
に
対
す
る
も
の
よ
り
多
額
と
す
る
こ
と
。

二
、
高
齢
運
転
者
標
識
制
度
に
つ
い
て
は
、
表
示
義
務
の
在
り
方
等
を
含
め
、
改
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
。
ま
た
、
聴
覚
障

害
者
が
普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
際
の
標
識
の
表
示
義
務
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
関
係
者
の
意
見
を
十
分
聴
取
し
つ
つ

検
討
を
進
め
、
必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

三
、
聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
普
通
自
動
車
免
許
の
付
与
条
件
の
妥
当
性
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
原
動
機

付
き
自
転
車
等
、
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
の
種
類
の
拡
大
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
を
行
う
こ
と
。
検
討
に
当
た
っ

て
は
、
諸
外
国
の
状
況
に
も
配
意
す
る
と
と
も
に
、
聴
覚
障
害
者
団
体
と
の
意
見
交
換
を
実
施
す
る
こ
と
。



四
、
本
法
成
立
後
速
や
か
に
、
現
在
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
て
い
る
「
高
齢
運
転
者
支
援
の
た
め
の
重
点
施
策
」
を
実
施
に
移

す
と
と
も
に
、
高
齢
運
転
者
の
交
通
安
全
を
支
援
す
る
対
策
を
更
に
充
実
さ
せ
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討

を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


